
船舶事故等調査報告書 

平成２７年２月５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４神第２０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年１１月２９日 ０８時３５分ごろ 

発生場所 和歌山県和歌山下津港外港 

和歌山県和歌山市所在の和歌山青岸北防波堤灯台から真方位 

２８４°３,３００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１３.５′ 東経１３５°０５.６′） 

事故等調査の経過  平成２６年１月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 ASIAN
エイジャン

 JOY
ジョイ

（パナマ共和国籍）、５,５７８トン 

   ９４０９７０４（ＩＭＯ番号）、MAJA MARITIME CORPORATION 

Ｂ コンテナ船 こうよう、４９９トン 

   １４０３５０、株式会社イコーズ 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部に破口を伴う擦過傷 

Ｂ 左舷船尾上甲板ハンドレールに折損及び曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１７人が乗り込み、和歌山下津港和歌山北区で

の着桟待機のため、平成２５年１１月２６日１６時４０分ごろ、和歌

山青岸北防波堤灯台から２８４°（真方位、以下同じ。）３,３００ｍ

付近に左舷錨を投下し、錨鎖５節を伸出して錨泊を開始した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、コンテナ１個を積載し、和歌

山下津港和歌山南区を出港する際、船長Ｂが、レーダーにより和歌山

下津港外港に４隻の錨泊船を確認した。 

 船長Ｂは、港口付近において、２８０°～２８５°の針路に設定し

ようとしたところ、針路線上にＡ船が錨泊しているので、西南西風の

影響を考え、Ａ船の南方約０.５海里（Ｍ）に向かう約２７５°に針

路を設定し、約１０.５ノットの対地速力で自動操舵に切り替え、操

舵室後方の海図台で作業を行った。 

 船長Ｂは、そろそろＡ船を通過する頃と思い、前方を見たとき、約

７０～８０ｍ前方にＡ船の船尾が見えたので、右舵を取り、コンテナ

部分が通過した時、左舵を取ったが１１月２９日０８時３５分ごろ、

Ｂ船の左舷船尾部とＡ船の右舷船尾部とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風速 約１２m/s、視界 良好 



海象：波高 約１.５～２.０ｍ、潮汐 高潮時 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

 Ａ船は、和歌山下津港外港に錨泊中、Ｂ船と衝突したものと考えら

れるが、停泊当直の状況を明らかにすることはできなかった。 

 Ｂ船は、和歌山下津港外港を西進中、船長Ｂが、船首方で錨泊中の

Ａ船の南方約０.５Ｍに針路を向け、操舵室後方の海図台で作業を行

い、見張りを行っていなかったことから、風に圧流されてＡ船に接近

していることに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、和歌山下津港外港において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が西進

中、船長Ｂが、見張りを行っていなかったため、風に圧流されてＡ船

に接近していることに気付かず、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、見張りの妨げとなる作業を行わないこと。 

 


